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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一連に送る伸張状態の弾性部材を通すガイドを備え、一連に送るウエブの一面に前記弾
性部材が接触する位置を前記ガイドの移動制御によってウエブ幅方向に変化させられる弾
性部材案内装置において、複数のプーリと、駆動軸と、前記プーリごとに巻回する伝動ベ
ルトと、前記駆動軸の正逆回転を制御する駆動部とを備え、前記駆動軸上に前記複数のプ
ーリを同心に回転中心軸方向に並べて着脱可能とし、前記複数のプーリと対を成す全ての
従動プーリを共通の軸で支持し、前記伝動ベルトごとに前記ガイドを固定し、これらガイ
ドを共通のガイドレールでウエブ幅方向に案内し、前記複数のプーリ間にプーリ径比を定
めることにより前記ガイドごとにウエブ幅方向の送り量差を設定可能としたことを特徴と
する弾性部材案内装置。
【請求項２】
　前記複数のプーリのプーリ径のみに基いて前記送り量差を設定可能とした請求項１に記
載の弾性部材案内装置。
【請求項３】
　胴周り部を形成するためのウエブを一連に送り、一連に送る伸張状態の弾性部材を、前
記ウエブの一面に対してウエブ幅方向に振幅をもち、かつ送り方向に周期性をもった波状
に固着する工程と、前記弾性部材に沿った切断部分が生じるように脚通し孔の縁部を形成
する工程とを含んだ使い捨て着用物品の製造方法において、請求項１又は２に記載の弾性
部材案内装置を用い、複数本の前記弾性部材を相異なる前記ガイドで案内し、各弾性部材
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の振幅をプーリ径に基いて設定したことを特徴とする使い捨て着用物品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、伸張状態の弾性部材をウエブに固着して収縮性ウエブを製造する技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数本の伸張状態の弾性部材をそれぞれ一連に送り出し、一連に送るウエブの一
面に対してウエブ幅方向に間隔を空けた複数個所に固着し、ウエブの収縮性を幅広く高め
ることが行われている。この際、ウエブの収縮性を高める位置範囲、方向等を制御するた
め、ウエブ幅方向に隣り合う弾性部材間の並行間隔を変化させることがある。この場合、
各弾性部材がウエブの一面に接触する位置（固着位置）を強制的に変化させることにより
前記の並行間隔を変化させている。
【０００３】
　従来、上記の並行間隔を制御するため、複数の案内孔をもったガイドを有し、各案内孔
に１本の弾性部材を通すようになった弾性部材案内装置が用いられている。ガイドを支持
する軸は、トラバースカムによってウエブ幅方向に所定の往復移動を行うように駆動され
る。各弾性部材間の固着位置間隔は、ガイドをウエブ幅方向に動かすことにより変化させ
られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３１７６４９号公報（図６、段落番号００１３、及び００１５
～００１８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前掲の特許文献１には、ガイドをウエブ幅方向にどのように移動させれ
ば、同一ガイドの各孔に通されたに過ぎない各弾性部材の固着位置間隔が広がるのか具体
的に言及されていない。ガイドの往復移動の勢いを利用して各弾性部材をばらけさせると
しても、ばらけ具合の予想は難しく、試行錯誤を繰り返して調整を行うことになる。また
、ガイドの往復移動のみによってばらけ具合を制御することに限界があり、各弾性部材間
のウエブ幅方向の固着位置間隔を設定可能な範囲も限られる。
【０００６】
　上記の事情に鑑み、この発明の課題は、複数本の伸張状態の弾性部材をそれぞれ一連に
送り出し、一連に送るウエブの一面に対してウエブ幅方向に間隔を空けた複数個所に固着
するとき、それらの固着位置間隔をウエブ幅方向に変化させる設定を自在かつ簡単にする
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、この発明は、一連に送る伸張状態の弾性部材を通すガイド
を備え、一連に送るウエブの一面に前記弾性部材が接触する位置を前記ガイドの移動制御
によってウエブ幅方向に変化させられる弾性部材案内装置において、複数のプーリを同心
に回転中心軸方向に並べて着脱可能な駆動軸と、前記プーリごとに巻回する伝動ベルトと
、前記駆動軸の正逆回転を制御する駆動部とを備え、前記伝動ベルトごとに前記ガイドを
固定し、前記複数のプーリ間にプーリ径比を定めることにより前記ガイドごとにウエブ幅
方向の送り量差を設定可能とした。
【０００８】
　この発明において、「ウエブ」とは、面状のフィルムや繊維製品のことをいう。また、
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「弾性部材」とは、伸張状態を保ってウエブの一面に固着した状態でウエブの収縮性を高
めることができる弾性を有する部材のことをいう。
【０００９】
　この発明の構成によれば、駆動軸上に複数のプーリを同心に並べて装着し、１つの駆動
軸で同時に各プーリを回転させることができる。駆動部によって駆動軸の正逆回転制御が
可能なため、同一の駆動軸で駆動される各ガイド間において、発進・停止の同期を確保し
、ガイドを自在に往復移動させることができる。なお、前記伝動ベルトを各プーリと対を
なす従動プーリに掛けるのは勿論である。
【００１０】
　伝動ベルトは、無給油で使用することができるため、給油を要する伝動チェーンと異な
り、ウエブの搬送ライン上に配置しても、ウエブを汚す心配がない。
【００１１】
　各伝動ベルトにガイドを固定するため、一連に送る伸張状態の弾性部材ごとにガイドで
ウエブ幅方向に導くことができる。
【００１２】
　プーリ径に応じて伝動ベルトの送り量が決まるため、上記のように同心かつ同期に回転
する複数のプーリ間にプーリ径比を設けると、駆動軸の回転量に対する各ガイドのウエブ
幅方向の送り量をガイド間で異ならせることができる。
【００１３】
　複数のプーリは、各プーリ間にプーリ径比を定めて駆動軸に着脱可能である。このため
、一のガイドで導く弾性部材と、他のガイドで導く弾性部材との間のウエブ幅方向の固着
位置間隔は、駆動部によって駆動軸を正逆一方向に回転させると、プーリ径比に応じて拡
大又は縮小し、正逆他方向に回転させると、プーリ径比に応じて縮小又は拡大する。
【００１４】
　このように、この発明によれば、ガイドで導く弾性部材間の固着位置間隔をプーリ径比
の数値設計及び駆動軸の正逆回転の制御によって自在かつ簡単に設定をすることができる
。
【００１５】
　この発明に係る弾性部材案内装置は、使い捨て着用物品の製造方法に適用することがで
きる。ここで、使い捨て着用物品とは、胴周り部と繋ぎ部と左右一対の脚通し孔とを形成
された使い捨ての衛生用品のことをいう。胴周り部とは、着用状態で胴全周に亘るウエブ
幅をもった部分のことをいう。胴周り部は、パンツ型紙おむつのように、予め全周に亘っ
て一連に形成された構成、テープ型紙おむつのように、一連に繋いで着用する構成のいず
れでもよい。繋ぎ部とは、排泄物を受ける吸収体が固定され、胴周り部の腹側と背側間を
繋ぐ部分のことをいう。繋ぎ部は、胴周り部と一連に形成された構成、吸収体を固定され
た繋ぎ部材を胴周り部の背側と腹側間に架け渡して形成された構成のいずれでもよい。左
右とは、使い捨て着用物品を正面（腹側）から視たときの左右方向を意味する。
【００１６】
　使い捨て着用物品の製造方法は、いわゆる横流れ製造方法、又は縦流れ製造方法を前提
とする。
【００１７】
　横流れ製造方法とは、胴周り部を、この左右幅方向がウエブの送り方向と一致する向き
で下流側から順次に形成していく製造方法のことをいう。一連に送るウエブに対して胴周
り部の背側と腹側を一体に、又は別個に形成することができる。一体に形成する場合、ウ
エブのウエブ幅方向一端側を利用して背側を形成し、他端側を利用して腹側を形成する。
別個に形成する場合、一連に送る第１のウエブに対して腹背一方側のみを形成し、別に一
連に送る第２のウエブに対して腹背他方側のみを形成すること、又は第１のウエブ及び第
２のウエブのそれぞれに対して背側と腹側を送り方向に交互に形成することができる。
【００１８】
　一方、縦流れ製造方法とは、一連に送るウエブに対して、胴周り部の背側と腹側をこの
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左右幅方向とウエブ幅方向とが一致する向きで下流側から交互に形成していく製造方法の
ことをいう。
【００１９】
　横流れ及び縦流れの製造方法においては、胴周り部におけるフィット性を高めるため、
一連に送るウエブの一面に対して、一連に送る伸張状態の弾性部材を固着する工程を含む
。この目的の弾性部材は、少なくとも１本存在し、胴周り部の周方向の収縮性を高める。
この目的の弾性部材は、横流れの製造方法を採用すると、ウエブの送り方向に一連で固着
し続けることができる。一方、縦流れの製造方法を採用すると、送り方向に間隔を空けて
断続的に弾性部材を供給、固着することになる。
【００２０】
　縦流れの製造方法においては、左右一対の脚通し孔を形成するため、ウエブを送り方向
に一定間隔で部分的に切断する工程を含む。
【００２１】
　横流れの製造方法においても、左右一対の脚通し孔の縁部全域又は繋ぎ部材で形成され
る部分を除いた領域を形成するため、ウエブを送り方向に一定間隔で部分的に切断する工
程を含むことがある。
【００２２】
　上述のように脚通し孔を形成する場合、弾性部材を、ウエブの一面に対してウエブ幅方
向に振幅をもち、かつ送り方向に周期性をもった波状に固着する工程と、前記弾性部材に
沿った切断部分が生じるように脚通し孔の縁部を形成する工程とを含むことがある。波状
に固着する弾性部材は少なくとも１本存在する。横流れ又は縦流れの製造方法のいずれで
も、両工程を採用すれば、脚通し孔の縁部に沿って弾性部材が存在する領域を設け、脚通
し孔の縁部におけるフィット性を高めることができ、ひいては着用時のずり落ちを防止す
ることができる。
【００２３】
　ここで、縦流れの製造方法を採用する場合、又は横流れの製造方法においてウエブのウ
エブ幅方向両側を利用して胴周り部の腹背両側を形成する場合、波状に固着する複数本の
弾性部材を、繋ぎ部の中央に近づく程に隣り合う弾性部材間の振幅差が大きくなるように
固着することができる（例えば、特許文献１）。これにより、排泄物の漏洩を生じ易い股
間付近と脚通し孔の縁部とのフィット性を幅広く高め、防漏性の向上を図ることができる
。
【００２４】
　上述のように、複数本の弾性部材を波状に固着したり、胴周り部のフィット性を高める
ための複数本の弾性部材を固着したりするとき、この発明に係る弾性部材案内装置を用い
、複数本の前記弾性部材を相異なる前記ガイドで案内し、各弾性部材の振幅をプーリ径に
基いて設定することができる。
【００２５】
　複数本の弾性部材は、駆動軸の正逆回転制御により、送り方向に所定の周期性をもった
波状に固着される。このとき、各弾性部材のウエブ幅方向の固着位置は、同期をもってウ
エブ幅方向に変化する。このため、プーリ径に基いて各弾性部材の振幅を設定すれば、固
着位置間隔を制御することができる。
【００２６】
　複数本の弾性部材は、胴周り部のフィット性を高める目的のもの、及び／又は脚通し孔
の縁部におけるフィット性を高める目的のもののいずれでもよい。
【発明の効果】
【００２７】
　上述のように、この発明に係る弾性部材案内装置は、弾性部材間の固着位置間隔をプー
リ径比の数値設計及び駆動軸の正逆回転の制御によって自在かつ簡単に設定可能としたた
め、数本の伸張状態の弾性部材をそれぞれ一連に送り出し、一連に送るウエブの一面に対
してウエブ幅方向に間隔を空けた複数個所に固着するとき、それら固着位置間隔をウエブ



(5) JP 5408557 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

幅方向に変化させる設定を自在かつ簡単にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施形態に係る弾性部材案内装置の平面図
【図２】図１の弾性部材案内装置をＩＩ－ＩＩ線で示した正面図
【図３】図１の弾性部材案内装置の使用例を示す作用図
【図４】実施形態に係る弾性部材案内装置を用いた横流れの製造方法で製造する使い捨て
着用物品の展開図
【図５】実施形態に係る弾性部材案内装置を用いた横流れの製造方法で別の使い捨て着用
物品を製造する例を示した工程図
【図６】実施形態に係る弾性部材案内装置を用いた縦流れの製造方法で使い捨て着用物品
を製造する例を示した工程図
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、この発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００３０】
　図１、図２に示すように、実施形態に係る弾性部材案内装置１ａは、ウエブの一面Ｓの
搬送ラインを跨る機枠１１と、複数のプーリ２１、３１、４１を同心に回転中心軸方向に
並べて着脱可能な駆動軸１２ａと、駆動軸１２ａの正逆回転を制御する駆動部１２と、プ
ーリ２１、３１、４１と１対１で設けられた従動プーリ２２、３２、４２と、各プーリ対
ごとに巻回する伝動ベルト２３、３３、４３と、伝動ベルト２３、３３、４３ごとに設け
られたガイド着脱部２４、３４、４４と、ガイド着脱部２４、３４、４４ごとに取り付け
られたガイド２５、３５、４５とを備えている。ウエブの送り方向は、ウエブが上流から
下流に向かって流れる方向であり、図１中に下向きの矢線で示す。ウエブ幅方向は、ウエ
ブの一面Ｓを一側縁から他側縁に亘る方向である。なお、ガイド２５等を直接に伝動ベル
ト２３等に固定することもできる。
【００３１】
　駆動軸１２ａは、所定範囲内のプーリ径を有するプーリであれば、同心かつ回転中心軸
方向に並べられるようになっている。このため、駆動軸１２ａに装着する複数のプーリ２
１、３１、４１間でプーリ径比を設定をすることができる。駆動軸１２ａと各プーリ２１
、３１、４１とは、ボルト止めで固定するようになっている。なお、複数のプーリ２１、
３１、４１を同心に回転中心軸方向に並べて着脱可能な限り、他の着脱構造を採用するこ
とができる。
【００３２】
　プーリ２１等、従動プーリ２２等、及び伝動ベルト２３、３３、４３は、無給油で使用
可能であって所望の送り精度を得られる限り、平形、Ｖ形、歯付き形等を問わない。滑り
による誤差を防止するため、特に、歯付きベルト、プーリを採用することが好ましい。
【００３３】
　駆動部１２は、駆動軸１２ａと同心の回転軸を有する回転源と、回転源を制御する制御
部とからなっている。回転源には、サーボモータが利用されている。制御部は、周知のモ
ータ制御技術により、回転速度制御、回転角制御、正逆回転切換制御、回転開始・停止制
御を行うようになっている。
【００３４】
　ガイド着脱部２４、３４、４４の重量は、ガイドレール１３に支持されている。ガイド
レール１３は、ガイド着脱部２４、３４、４４をウエブの一面Ｓと平行に支持し、ガイド
着脱部２４、３４、４４をウエブの一面Ｓのウエブ幅方向に案内するようになっている。
【００３５】
　複数のプーリ２１、３１、４１に巻回された伝動ベルト２３、３３、４３は、ガイドロ
ーラ１４により、ガイドレール１３と接触しないように持ち上げられている。なお、伝動
ベルト２３、３３、４３のテンションは、図示省略の周知のベルトテンション調整機構に
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より、それぞれが巻回されるプーリ２１、３１、４１のプーリ径に応じて適宜に調整する
ことが可能になっている。
【００３６】
　ガイド２５、３５、４５は、ウエブの一面Ｓの上方から弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３が先
端部の案内孔に通されている。弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３は、伸張状態を保ったまま一連
に送られる。ガイド２５、３５、４５は、ガイド着脱部２４、３４、４４に装着された状
態で伝動ベルト２３、３３、４３に対して位置固定される。
【００３７】
　弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３がウエブの一面Ｓに接触する位置は、ガイド２５、３５、４
５のウエブ幅方向の移動によって変化させられる。ガイド２５、３５、４５のウエブ幅方
向の位置変化と上記弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３の接触位置変化とは、所定の精度で相関す
る。これは、ガイド２５等がウエブ幅方向に移動したときに弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３が
弛むことはなく緊張し、直線状を保つことができるためである。上記相関性を所定の範囲
に得られる限り、弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３の形態、素材は特に限定されない。
【００３８】
　ガイド２５、３５、４５は、ガイドレール１３の案内により、ウエブの一面Ｓに対して
平行な面に沿ってウエブ幅方向に移動する。このため、伝動ベルト２３、３３、４３の送
り量がガイド２５、３５、４５のウエブ幅方向の送り量に直結する。このため、ガイド２
５、３５、４５のウエブ幅方向の送り量差をプーリ径のみに基いて設定を簡単に行なうこ
とができる。すなわち、ウエブ幅方向に関して、弾性部材Ｙ１－Ｙ２間の間隔は、プーリ
２１とプーリ３１間のプーリ径比で決まり、弾性部材Ｙ２－Ｙ３間の間隔は、プーリ３１
とプーリ４１間のプーリ径比で決まり、及び弾性部材Ｙ１－Ｙ３間の間隔は、プーリ２１
とプーリ４１間のプーリ径比で決まる。駆動部１２より駆動軸１２ａを正回転させると、
弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３間の間隔はウエブ幅方向の一端側に変化し、逆回転させると、
逆方向に変化する。なお、ガイド２５、３５、４５のそれぞれ又は複数の中の一部を、ウ
エブの一面Ｓに対して傾斜した面に沿って移動するように設けた構成を採用することも可
能である。
【００３９】
　例えば、プーリ２１、３１、４１をプーリ径の大きさ順に並べて駆動軸１２ａに装着す
れば、駆動軸１２ａを回転させる間、プーリ径比に応じて、伝動ベルト２３、３３、４３
間の送り量差、ひいてはガイド２５、３５、４５間の送り量差が並び順に生じる。その結
果、あるガイドで導く弾性部材と他のガイドで導く弾性部材の曲がり具合も並び順に大き
くなり、隣り合う弾性部材間のウエブ幅方向の間隔は、並び順に次第に大きくなる。
【００４０】
　以下、実施形態に係る弾性部材案内装置の一使用例を説明する。図３に例示するように
、ウエブの一面Ｓに対して、ウエブ幅方向の一端側に寄せて６本の弾性部材Ｙ１～Ｙ６を
配置するため、弾性部材案内装置１ａ、１ｂが設けられている。また、ウエブの一面Ｓに
対して、ウエブ幅方向の他端側に寄せて４本の弾性部材Ｙ７～Ｙ１０を配置するため、弾
性部材案内装置２ａ、２ｂが設けられている。弾性部材案内装置１ａ、１ｂと弾性部材案
内装置２ａ、２ｂは、Ｙ１～Ｙ６とＹ７～Ｙ１０の間隔幅の変化方向をウエブ幅方向に相
反する方向にするため、別個に設けられている。ウエブの一面Ｓの上方に得られる設置ス
ペースに限りがあるため、弾性部材案内装置１ａと１ｂ、弾性部材案内装置２ａと２ｂは
、対をなす互いの駆動軸が同心に対向するように送り方向に並べて設けられている。
【００４１】
　以下、弾性部材案内装置１ａ、１ｂを例に説明する。弾性部材案内装置１ｂは、弾性部
材案内装置１ａと比して、上記の設置方向の相違、設置方向の相違に応じたガイド移動制
御方向の相違、ガイドの初期位置の相違、及び駆動軸に装着するプーリ径の相違を有して
いる。
【００４２】
　ウエブは、全長に亘って同幅に形成されたウエブのロールを供給源としている。ウエブ
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は、搬送ラインによってロールから巻き出され、一連に一方向へ送り続けられるようにな
っている。この例におけるウエブ幅方向は、ウエブの一面Ｓ上において送り方向と直交す
る方向になっている。これは、ガイド２５、３５、４５、２５’、３５’、４５’のウエ
ブの一面Ｓに対するウエブ幅方向の移動を最も効率よく行うためであり、このような直交
方向に限定されない。
【００４３】
　ウエブとして、例えば、不織布、パルプシート、布地、フィルム等の中の１つ、又はこ
れらの少なくとも１つを重ねた積層材等を用いることができる。
【００４４】
　弾性部材Ｙ１～Ｙ６は、弾性体のロールを供給源としている。弾性部材Ｙ１、Ｙ２、Ｙ
３は、搬送ラインによってロールから巻き出され、一連に一方向へ送り続けられるように
なっている。弾性部材Ｙ１等は、上記相関性を所定の範囲に得易くするため、全長に亘っ
て同一横断面を有し、ガイド２５等のウエブ幅方向の移動に伴う捻れや伸び等の変形を無
視できるものが好ましい。
【００４５】
　弾性部材Ｙ１等として、例えば、糸ゴムを採用することができる。
【００４６】
　弾性部材Ｙ１等は、ウエブの一面Ｓに形成された接着剤塗布域に重ねられた後、ウエブ
の一面Ｓと一体に搬送されるようになっている。
【００４７】
　ガイド２５、３５、４５、２５’、３５’、４５’の初期位置は、図１に示す状態のと
きであり、弾性部材Ｙ１～Ｙ６が図３中のＰ１のライン上に接触する位置に設定されてい
る。弾性部材Ｙ１－Ｙ２間、弾性部材Ｙ２－Ｙ３間・・・弾性部材Ｙ５－Ｙ６間のウエブ
幅方向の間隔は、ラインＰ１上で最小間隔になっており、ここを初期位置とする。図３中
に示したＰ２のラインは、弾性部材Ｙ１－Ｙ２間等の間隔が最大間隔になった位置を示し
ている。上記最小間隔及び最大間隔の値は、弾性部材Ｙ１－Ｙ２間、弾性部材Ｙ２－Ｙ３
間・・・弾性部材Ｙ５－Ｙ６間で同一になっている。弾性部材Ｙ１～Ｙ６は、ウエブの一
面Ｓに対してウエブ幅方向に振幅をもち、かつ送り方向に周期性をもった波状に固着する
。
【００４８】
　図３のように弾性部材Ｙ１～Ｙ６を固着したい場合、プーリ２１・・・４１’間のプー
リ径比は、最小間隔にある各弾性部材Ｙ１～Ｙ６を最大間隔にするまでの送り量を基準に
数値設計すればよい。例えば、Ｐ１上における最小間隔を５ｍｍ、Ｐ２上における最大間
隔を３０ｍｍ、弾性部材Ｙ６をＰ１とＰ２間でウエブ幅方向の往復させる振幅を１５ｍｍ
としたいときを考える。弾性部材Ｙ６のＰ１上のウエブ幅方向位置を基準にとると、弾性
部材Ｙ５のＰ２上のウエブ幅方向位置は、弾性部材Ｙ６の振幅１５ｍｍに最大間隔３０ｍ
ｍを加算した位置となる。そして、弾性部材Ｙ５のＰ１とＰ２間の振幅は、Ｐ１上の初期
位置における５ｍｍをＰ２上の目標位置から差し引いた４０ｍｍとなる。同様に、弾性部
材Ｙ４～Ｙ１のＰ１とＰ２間の振幅を求めると、６５ｍｍ、９０ｍｍ、１１５ｍｍ、１４
０ｍｍとなる。これら弾性部材Ｙ１～Ｙ６の各間における振幅は、プーリ径比の設定によ
り生じさせることができる。すなわち、同じ弾性部材案内装置１ａを用いる弾性部材Ｙ１
～Ｙ３用のプーリ２１～４１のプーリ径比は、プーリ２１から順に１４０：１１５：９０
にすればよい。また、弾性部材Ｙ４～Ｙ６用のプーリ２１’～４１’のプーリ径比は、プ
ーリ２１’から順に６５：４０：１５とすればよい。歯付きベルトの場合、プーリ径比は
各プーリの歯数比といえる。
【００４９】
　ガイド２５、２５’等は、上記最小間隔の状態から駆動部１２が駆動軸１２ａを正回転
させることにより、図３中における左方向に（ウエブ幅方向の一端側から他端側に向かっ
て）移動させられる。その結果、間隔拡幅が行われる。やがて上記の最大間隔になると、
駆動部１２が駆動軸１２ａの回転を停止させる。このため、最大間隔となった配置域が送
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り方向に長さをもって形成される。さらに一定時間経過後、駆動部１２が駆動軸１２ａを
逆回転させることにより、ガイド２５、２５’等が右方向に移動させられる。その結果、
間隔縮幅が行われ、やがて上記最小間隔に戻る。最小間隔に戻ると、駆動部１２は直ちに
駆動軸１２ａを正回転に切り換え、再び上記最大間隔にする。この一連の動作が繰り返さ
れる。
【００５０】
　上記拡幅域と縮幅域における各弾性部材Ｙ１等の曲がり具合は、上記プーリ径と、駆動
軸１２ａの回転速度と、ウエブの送り速度との関係から決定することができる。曲がり具
合の設定を容易にするため、ウエブが一定速度で搬送されるようになっている。駆動軸１
２ａの回転速度は拡幅域及び縮幅域で等速とされ、かつウエブが一定速度で搬送されるた
め、拡幅域及び縮幅域における弾性部材Ｙ１等の曲がり具合も同じになっている。その結
果、ウエブの一面Ｓ上に、上記の最大間隔となった配置域が送り方向に長さをもって一定
間隔で形成され、各最大間隔域をつなぐ拡幅域と縮幅域がＰ１を線対称軸として送り方向
に対称に形成されている。
【００５１】
　上記のように、実施形態に係る弾性部材案内装置１ａは、プーリ径比の数値設計と、そ
れらプーリ２１等を同心に装着する駆動軸１２ａの正逆回転制御とによって弾性部材Ｙ１
－Ｙ２間等の間隔の設定を自在かつ簡単に設定をすることができる。また、同心かつ同期
に回転するプーリ２１等のプーリ径比に応じてガイド２５等がウエブ幅方向に送られるた
め、弾性部材Ｙ１等の曲がり具合（送り方向の単位長さ当りにおけるウエブ幅方向への変
位量）も自在かつ簡単に数値設計することができる。これらの特徴から、上記対称性を正
確に得ることができる。
【００５２】
　図３に示す収縮性ウエブの製造設備は、使い捨て着用物品を製造するために利用するこ
とができる。その一例として、横流れの製造方法によって製造された使い捨て着用物品の
展開図を図４に示す。なお、図４中に右向き矢線で送り方向を示した。
【００５３】
　胴周り部の背側１０１と腹側１０２は、ウエブの一面Ｓとの間に弾性部材Ｙ１～Ｙ１０
を挟み込むように別のウエブを貼り合わせる工程、弾性部材Ｙ１～Ｙ１０を断続的に切断
して収縮力を弱める工程を経た後、腹側と背側に分かれるように切断する工程を行うこと
により形成される。この切断工程の際、背側１０１と一連に、脚通し孔ＬＨの縁部の背側
一部分が形成され、腹側１０２と一連に、脚通し孔ＬＨの縁部の腹側一部分が形成される
。その後、胴周り部の腹背両側１０１、１０２の平行間隔を拡げ、腹背両側１０１、１０
２間を繋ぐように繋ぎ部材を固着する。繋ぎ部材は、解繊繊維等を内包する吸収体がカバ
ーシートに固着され、そのカバーシートに脚通し孔ＬＨの縁部の残りの部分を形成された
ものとなっている。繋ぎ部材を固着後、図４の展開体が下流側から順次に形成される。こ
の展開体を腹背両側１０１、１０２が重なるように二つ折りし、その送り方向両端の重な
り部分を接合することによりパンツ形の使い捨て着用物品が下流側から順次に形成される
。その後、使い捨て着用物品は個別に切り分けられる。図示の展開体と送り方向との関係
から明らかなように、横流れの製造方法において、胴周り部は、左右幅方向が送り方向と
一致する向きで形成される。なお、上記横流れの製造方法においては、胴周り部の背側１
０１と腹側１０２を接合する工程に代えて、図４の展開体に対して、胴周り部の背側１０
１と腹側１０２を繋ぐための着用テープの取り付け工程を施すこともできる。
【００５４】
　上記のように完成した使い捨て着用物品は、胴周り部の背側１０１と腹側１０２と、繋
ぎ部１０３と、左右一対の脚通し孔ＬＨとを有している。胴周り部は、腹背両側１０１、
１０２が同一幅をもって胴を周方向に取り囲む部分からなる。繋ぎ部１０３は、腹背両側
１０１、１０２と一連の他の部分と繋ぎ部材とからなる。
【００５５】
　上記脚通し孔ＬＨの切断加工を施すと、その付近にテンションが負荷されずウエブが弛
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むため、弾性部材Ｙ１～Ｙ１０を固着後に、脚通し孔ＬＨを形成する。このため、脚通し
孔ＬＨの縁部とする部位を予め決定し、この部位を避けるように弾性部材Ｙ１～Ｙ１０を
固着する。パンツ形の使い捨て着用物品又は展開体の切り分け線は、図３中のラインＰ１
としている。
【００５６】
　ウエブの一面Ｓにおける背側１０１となる部分に対して、弾性部材Ｙ５、Ｙ６が波状に
固着され、また、送り方向に平行な複数本の弾性部材が固着されている。ウエブの一面Ｓ
における腹側１０２となる部分に対して、弾性部材Ｙ７、Ｙ８が波状に固着され、また、
送り方向に平行な複数本の弾性部材が固着されている。腹背両側１０１、１０２において
送り方向に平行に固着された弾性部材は、ウエブ幅方向に強制的に案内する必要がないた
め、弾性部材案内装置１ａ、１ｂ、２ａ、２ｂを用いずに別の時期に固着されている。
【００５７】
　ウエブの一面Ｓにおける繋ぎ部１０３の背側となる部分に対して、弾性部材Ｙ１～Ｙ４
が波状に固着されている。ウエブの一面Ｓにおける繋ぎ部１０３の腹側となる部分に対し
て、弾性部材Ｙ９、Ｙ１０が波状に固着されている。
【００５８】
　弾性部材Ｙ１、Ｙ１０に沿った切断部分が生じるように脚通し孔ＬＨの縁部が形成され
ている。その結果、脚通し孔ＬＨの縁部のフィット性が、胴周り部の下で弾性部材Ｙ１、
Ｙ１０により高められ、着用時の下ずりが防止されている。
【００５９】
　この例のように、実施形態に係る弾性部材案内装置１ａ等を用いれば、脚通し孔ＬＨの
縁部の部位を基準に各弾性部材Ｙ１～Ｙ１０を正確に波状に配置し、フィット性を高める
ことができる。
【００６０】
　なお、この実施形態では、異なるプーリ径を有するプーリ２１等を回転中心軸方向にプ
ーリ径の大きさ順に並べた例を説明したが、同一のプーリ径を有するプーリを回転中心軸
方向に並べると、複数の弾性部材を常に平行に保つことができる。
【００６１】
　また、この実施形態では、弾性部材Ｙ１－Ｙ２間等の各間で異なる間隔値に設定をする
ことも可能である。例えば、弾性部材Ｙ１－Ｙ２間の最大間隔＜弾性部材Ｙ２－Ｙ３間の
最大間隔＜弾性部材Ｙ３－Ｙ４間の最大間隔＜弾性部材Ｙ４－Ｙ５間の最大間隔＜弾性部
材Ｙ５－Ｙ６間の最大間隔となるようにプーリ径比で設定をすることができる。逆の方向
に間隔変化を与えることもプーリ径比で設定をすることができる。
【００６２】
　また、この実施形態では、ガイド２５等ごとに２以上の案内孔を設けて２以上の弾性部
材を案内させることもできる。１のガイドに案内される２以上の弾性部材と、他のガイド
に案内される２以上の弾性部材との間における全体としての間隔は、自在かつ簡単に設定
をし、正確に配置することができる。
【００６３】
　また、この実施形態では、ガイド２５等を１のガイドレール１３により案内するため、
ガイド２５、３５、４５のいずれかが他のガイドを追い越すようにプーリ径比を設定する
ことができない。例えば、弾性部材Ｙ１と弾性部材Ｙ２を交差させたい場合、ガイド２５
とガイド３５を、別個のガイドレールを設けることによりガイド２５とガイド３５の一方
が他方を追い越しすることを可能とし、プーリ２１とプーリ３１のプーリ径比を、ガイド
２５とガイド３５の一方が他方を追い越すように設定をすればよい。
【００６４】
　この実施形態では、図３に示すように弾性部材案内装置１ａ、１ｂを送り方向に並ぶよ
うに設けたため、上記のように別個のガイドレールを設けずとも、ウエブの一面Ｓ上で弾
性部材を交差させることができる。例えば、１の弾性部材案内装置１ａに備わるガイド２
５等で案内する弾性部材Ｙ１等と、他の弾性部材案内装置１ｂに備わるガイド２５’等で
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案内する弾性部材Ｙ４等とは、プーリ２１等とプーリ２１’等との間のプーリ径比や、互
いの駆動軸の回転制御により、適宜に交差させることができる。なお、相異なるガイドで
案内する弾性部材同士が空中で交差及び接触しないようにすることは勿論である。
【００６５】
　例えば、一例を図５に示すように、横流れの製造方法においては、ウエブを利用して胴
周り部の腹背両側１１１、１１２を一体に形成しつつ、ウエブのウエブ幅方向中間部を繋
ぎ部のカバーシートとして利用し、そこに吸収体１１３を固着することができる。なお、
図中に下向き矢線で送り方向を示した。このようにウエブにカバーシート部分があると、
弾性部材Ｙ１～Ｙ４、Ｙ７～Ｙ１０を図示のような波状に固着するに際し、脚通し孔ＬＨ
の縁部にウエブ幅方向の一端側から最も近いところに固着する弾性部材Ｙ１と、脚通し孔
ＬＨの縁部にウエブ幅方向の他端側から最も近いところに固着すべき弾性部材Ｙ１０とを
、脚通し孔ＬＨの縁部を囲むようにウエブ幅方向の中間部で交差させることができる。そ
の結果、弾性部材Ｙ１、Ｙ１０により脚通し孔ＬＨの縁部全域のフィット性が高められる
。
【００６６】
　なお、図示の例では、弾性部材Ｙ２～Ｙ４、及びＹ７～Ｙ９は胴周り部の腹背両側１１
１、１１２におけるフィット性を高める目的で固着されている。係る目的の弾性部材Ｙ２
～Ｙ４、及びＹ７～Ｙ９は、波状に固着されており、これらの収縮力が胴周り部の周方向
に沿って作用しない。しかし、これらの収縮力が主として胴周り部の周方向に作用するよ
うに弾性部材Ｙ２～Ｙ４、及びＹ７～Ｙ９の波状が定められている。弾性部材Ｙ２～Ｙ４
、及びＹ７～Ｙ９は、平行な波状を描いており、これら用のプーリ径は同一に設定されて
いる。ウエブ幅方向に大きな振幅をもった弾性部材Ｙ１、Ｙ１０用のプーリ径は、弾性部
材Ｙ２用等のプーリ径に比して相当大きく設定されている。なお、図示の例では、弾性部
材Ｙ１と弾性部材Ｙ１０を交差させるため、図３に示すように、弾性部材案内装置１ａと
弾性部材案内装置２ａとを送り方向に同レベルで設置することはできない。弾性部材案内
装置１ａと弾性部材案内装置２ａとは、送り方向にずらして設置し、ガイド２５等の接触
や弾性部材Ｙ１と弾性部材Ｙ１０との空中接触が生じないようにすればよい。
【００６７】
　図５のような例の他に、弾性部材Ｙ３用のプーリ４１と弾性部材Ｙ４用のプーリ２１’
との間のプーリ径比の設定により、ガイド４５を追い越すようにガイド２５’を送り、弾
性部材Ｙ３とＹ４とを交差させることができる。また、ガイド２５等とガイド２５’等が
相互にウエブ幅方向に干渉しないため、互いの駆動軸の同方向回転により弾性部材Ｙ１～
Ｙ３の少なくとも１本と弾性部材Ｙ４～Ｙ６の少なくとも１本とを交差させることもでき
る。
【００６８】
　また、実施形態に係る弾性部材案内装置１ａ等は、縦流れの製造方法にも適用すること
ができる。例えば、図６に示す展開体と送り方向（図中に下向き矢線で示した。）との関
係から明らかなように、縦流れの製造方法においては、一連に送るウエブに対して、胴周
り部の背側１２１と腹側１２２をこの左右幅方向とウエブ幅方向とが一致する向きで送り
方向に交互に形成していく。ウエブのＰ１－Ｐ１間における送り方向及びウエブ幅方向の
中間部は、繋ぎ部のカバーシートに利用され、ここに吸収体１２３が固着される。脚通し
孔ＬＨの縁部は、ウエブ幅方向の両側を部分的に切断することで形成される。縦流れの製
造方法においても、脚通し孔ＬＨの縁部のフィット性を高める目的で弾性部材を波状に固
着するため、弾性部材案内装置１ａ等を用いることができる。図示の例では、複数本の弾
性部材Ｙ１～Ｙ３、及びＹ８～Ｙ１０は、Ｐ１上から繋ぎ部の中央に近づく程に隣り合う
弾性部材Ｙ１－Ｙ２間、Ｙ２－Ｙ３間等の振幅差が大きくなっている。これにより、排泄
物の漏洩を生じ易い股間付近と脚通し孔ＬＨの縁部とのフィット性を幅広く高め、防漏性
の向上を図ることができる。前記の振幅差を設けるため、プーリ径比は、弾性部材Ｙ１、
Ｙ１０用、弾性部材Ｙ２、Ｙ９用、弾性部材Ｙ３、Ｙ８用の順にプーリ径が小さくなるよ
うに設定されている。
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【符号の説明】
【００６９】
１ａ、１ｂ、２ａ、２ｂ　弾性部材案内装置
１２　駆動部
１２ａ　駆動軸
１３　ガイドレール
２１、２１’、３１、３１’、４１、４１’　プーリ
２２、３２、４２　従動プーリ
２３、３３、４３　伝動ベルト
２４、３４、４４　ガイド着脱部
２５、３５、４５　ガイド
１０１　胴周り部の背側
１０２　胴周り部の腹側
１０３　繋ぎ部
Ｙ１～Ｙ１０　弾性部材
ＬＨ　脚通し孔

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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